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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 

時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る 

留意事項について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、電話等を用いた診療および服薬指導の

時限的・特例的な取り扱いにつきましては、先般お知らせしたところですが、今般、

この際に示された自宅療養又は宿泊療養の患者へ薬剤を配送する場合の留意事項が取

りまとめられました。 

これを受け、日薬では今回で示された内容を基に、処方箋の備考欄に記載された記

号（0410対応、CoV自宅、CoV宿泊）および薬剤の配送方法別に留意すべき事項等を整

理した資料が作成されました。(配送事業者からの資料についても提供されています。) 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知くださ

いますよう、よろしくお願いいたします。 
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